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意 見 欄

・事業規模等の大雑把な分類によっで一律に規制するのではなく、県・

市・町と防災 ,排水問題を協議し/1地元住民の理解を得ながら進めて

いる事業に対しては同意すべきと考える。この点素案の「同意の制限」
ノ

においては、「ただし、事業地及びその周辺区域の状況等により
″
明らか

に支障がないと判断される場合は同意できるものとします詢 とされ

ているが、このままでは、行政の裁量が広く恣意的な運用も可能とな
/                           /

るのでイ同意の判断基準を明らかにすべきである。
/                             /

・素案では、着手の 60日 前に届出し、イ同意することとされているが、着

手の定義がなり
`/着

手とは、「森林法における林地開発許可などイ他の

法令において必要とされている許認可に関じ、法令上の図書を関係行

政庁が受理していること」
イ
等と具体的に定義して明確にすべきであ

る。イ

・届け出を受けての同意の成否が判明するまでの期間が明示されておら

ず、小 わゆる「握りつぶし」のような状態が発生しないか危惧される
′
。

同意についての応答期間を明示すべきであるf
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